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HW-合理化002-2011 

 

合理化システムの表示基準  

 

１ 趣旨  
この表示方法は、木造住宅合理化システム認定規程（HW-合理化001-2011）（以下「規

程」という。）第７条の規定に基づき定めるものである。  
 
２ 表示事項  

ａ）認定マーク 

ｂ）認定番号 

ｃ）システムの名称 

ｄ）認定業者 

ｅ）連絡先  
 
３ 表示の様式  

表示の様式は、次のとおりとする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊注：ａの比率は表示の大きさに合わせて調整する。  
 
 
４ 表示の方法  

広告等にすり込みを行う場合にあっては、表示様式によることができる。 

 
５ 表示様式等の報告  

表示様式により表示を行う場合は、あらかじめ表示の使用方法等について、センターに

報告するものとする。  
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〈表示例〉 

合理化Ｓ０３Ａ－１
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６ 認定番号の記載方法  
下表に示す記号又は番号で、下表の順に記載する。  

区分 記号・番号  
①木造住宅合理化システム認定  
②性能タイプ  
 

③認定年  
④認定時期  
 

⑤合理化システムの番号  

合理化  
Ｓ：基準性能タイプ Ｇ：次世代耐用性能タイプ

Ｌ：長期性能タイプ 

西暦の下２桁  
０１：１月１日  ０４： ４月１日 

０７：７月１日  １０：１０月１日 

０１～  

認定番号の記載例    合理化  Ｓ  １１  ０４  －０１ 

 
⑤システムの番号  

④認定時期  
③認定年  

②基準性能タイプ   
①木造住宅合理化システム認定事業  

 

付則  
制定  ：平成１５年６月１日 住木技１５第１２５号  
施行  ：平成１５年６月１日  
一部改正：平成１９年９月１日 住木技１９第２８４号 

一部改正：平成２３年４月１日 住木認２３第 ３０号 

 


